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　　　三重県は、全国的にも協働に積極的な自治体として知ら

れています。

出丸　三重県では平成9年4月、NPO法施行前年に全国に先駆

けて生活部に2人のNPO担当を置き、NPO支援をスタートさせ

ました。平成10年には、同

法の施行に合わせてNPO室

を発足させて職員を5人に

増員したほか、県の出先機

関である津地方県民局など

7つの県民局にNPO担当を配

しました。そして、NPO研

究会を立ち上げ、協働の考え方の基本となる「みえ

パートナーシップ宣言」を発表しました。その後、

活動方針を「NPO支援」から「NPOと行政の対等な

協働の推進」へと転換しています。

　　　三重県のNPO室では協働事業の終了後に関係

職員とNPOが「自己チェックシート」を記入し、経

験や反省点を次へつなごうとしていますね。

出丸　平成11年にNPOと行政の対等な協働を確立

するため、協働の実態を調査するアンケートを県内

のNPOと行政を対象に実施しました。その結果、「成果が見え

ない」や「透明性に欠ける」など、さまざまな意見や指摘が寄

せられ、協働事業の終了後にNPOと行政の双方が成果などを確

認する必要性を痛感しました。そこで、14年度からチェックシ

ートを導入し、NPOと行政がお互いに協働をどのように実施で

きたかを確認し合うようにしました。協働の自己チェックシー

トは、「（NPOと行政が）事業の目的、成果目標を共有しました

か」など20以上のチェック項目と、課題や改善点を記入する

形式になっています。

　　　今年から、庁内の部局横断的なワーキンググループを庁

内に設け、質の高い協働事業を実施するための新たなルールや

しくみの実現に取り組んでいるそうですね。

出丸　最初に双方納得のルールを決めておくことで、後のトラ

ブルを回避できたり、形だけの協働から脱皮できると思ってい

ます。メンバーは、若い世代を中心に15人。ここで作成したル

ールの素案をNPO側に提案し、NPOの意見を取り入れて修正し

ていく考えです。提案に先立つ意見交換の場を8月13日に開い

たところです。NPO側からも、さまざまなアイデアが出てきま

した。

　　　これから、協働事業を

推進していく中で、NPO室の

役割がますます大きくなると

思われますが、今後の展望に

ついてお聞かせください。

出丸　NPO室が協働に関する

行政側の窓口となり、NPOや

住民のニーズを受け止めなけ

ればいけないと思います。行政の窓口が一元化されることで、

提案、相談しやすくなるでしょう。その中で事業としてふさわ

しい提案は、一緒に事業化を目指していきます。また、NPO室

というより三重県の課題になりますが、部局の枠を超えて協働

事業の調整ができる部署に人材がほしいですし、協働事業を評

価して、予算や人事に連動させるしくみも必要です。現在、庁

内ワーキンググループという形で各部局からNPO室に職員が集

まり、協働について議論していますので、将来的にこのメンバ

ーが中心になればと思います。
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NPOと行政による「協働」が全国レベルで徐々に浸透し、成果を挙げ始めています。NPOとの

協働事業をに取り組む行政職員にインタビューし、協働事業のあり方や問題点とその解

決策などを探りました。今回は、協働のルール・評価・しくみづくりに着手している三重県

生活部NPO室の出丸朝代室長に、三重県の協働への取り組みを紹介していただきます。
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　　　　　　　　　　出丸　朝代さん

自己チェックシートで協働事業
を評価

庁内ワーキンググループで協働
のよりよいルールを練る

「住民参加型の成熟した地域社会を築くために」

■出丸　朝代さん
　　（いでまる　あさよ）
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       協働をコーディネートする
　NPOと行政との協働を推進するためには、市民セクター、企業セクター、行政セクターお互いの機能と役割を認識

し、その特性を活かした協働の必要性を理解することが基本となる。しかし、もともと違う価値観を持った存在が、協

働で事業を行う場合、自己主張やお互いの批判に終始して前向きな解決に至らない場合がある。多様な主体が地域づ

くりに関わっていく時、それぞれをコーディネートしていく人材が不可欠である。今回は、協働コーディネーターの

必要性と役割について、考えてみよう。

ある公園計画の検討会での会話を想像してほしい。

登場人物：都市整備課長（55歳）、都市整備技師（31歳）、住民

Ａ（住民57歳、町会長）、住民Ｂ（商店主49歳、商店街役員）

課長　「えー、本日は、お忙しい中、公園の検討会にお集ま

りいただきありがとうございます。この公園は住民の皆様

のご意見を取り入れながら、参加型で進めてまいります。

今日は、この公園計画について、皆さまの忌憚のないご意

見をお願い致します。それでは、担当者の方よりご説明申

し上げます。」

技師　「それでは、こちらの図面を説明します。・・・（説明）・・・

以上で説明は終わりです。何かご質問はございませんか。」

住民Ａ「この場所は、いま建物がたっとるけど、ここに柵が

立つっちゅうことは、もう決まりなんけ。」

技師　「これは、あくまでたたき台ですので、みなさんのご

意見を自由におっしゃってください。」

住民Ｂ「この場所は、まちんなかに賑わいをつくっときに、

大事な場所やと思うげんけど、こんな形にした方が、イベ

ントのときなんかに使いやすいんじゃないけ。」

住民Ａ「イベントするんやったら、電源ほしいなぁ。管理は

市役所がしてくれるんやろ？」

技師　「電源につきましてはですね、今のところ計画には

入っておりません。」

住民Ｂ「こっちの入口から見えるところに、町内の掲示板

とかをつけると便利やなぁ。」

住民Ａ「おお、そりゃいいねぇ。」

技師　「掲示板の設置については、庁内で検討させていた

だきます。実は、工期がせまっておりまして、来月には工事

発注をしないと間に合いません。なんとか、この案でご承

認いただきたいのですが。ほかに、ご意見ございませんか。」

住民ＡＢ　「・・・・・」

課長　「では、本日いただきましたご意見を踏まえまして、

整備を進めさせていただきます。本日は、ありがとうござ

いました。」
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　このやりとりは、ある自治体の職員研修の冒頭で使った台

本だ。この寸劇を見てもらった後に、何が「まずい」のか、意見

を出してもらったところ、「参加の場を設ける時期が遅すぎる」

「行政の都合で、住民の意見が取り入れられたかどうかが分

からない」「事業全体のスケジュールが見えない」「住民から

は要望ばかりが出されている」など、多くの問題点が出された。

　研修参加者が問題点として挙げたことは、一言でいうと「参

加のデザイン」がされていないということに尽きる。すなわち、

参加の場に誰が参加し、いつ何の目的で会議を開催し、どの

ようなプログラムで進めるかが吟味されていないのだ。この

参加のデザインをしっかりと描けるコーディネーターが重

要である。このやりとりでは、「行政と住民が、直接対峙して

いること」も重要な問題点であり、言い換えると、協働コーデ

ィネーター不在で、価値観の違う主体が協働しようとしてい

ることが他の多くの問題を生み出していると言える。

　もし、この事例の中で協働コーディネーターが存在してい

たら、どうだろう。「地域の人々が楽しめる公園の計画をつく

る」という協働の目標がしっかりと示され、参加者が対等の

関係でリラックスした雰囲気で検討が進められることになる。

検討中に出てくる様々な意見の中から方針を出し、公園の設

計者との連携で、計画を練り上げる。協働コーディネーターは、

このような参加型の会議でファシリテーター（推進役）とし

ての役割を兼ねることが多い。それは、意見をコントロール

せず、進行をコントロールすることで、立場の違う主体が同

じ目的に向って議論することを助ける役割である。

協働型社会の実現に向けて

　さて、地域づくりのキーパーソンとして、協働コーディ

ネーターの必要性を述べたが、今後、県内あるいは国内で

ますます増えるであろう協働事業の多さに比べ、協働をコー

ディネートできる人材は、まだまだ不足していると言わ

ざるを得ない。これまでは、このような専門家の技術力や

調整力に関して認知度が低く、既存の専門家の熱意や地

元のキーパーソンの潜在能力によって支えられてきた部

分が大きい。今後は、社会的な位置づけや専門家としての

適正な評価をしつつ、新しいコーディネーターを育てて

いくことが求められる。

　今後、石川県で協働型社会を築いていくためには、その

要となる人づくりはもちろんだが、協働コーディネーター

が活躍できるしくみを整えることも重要である。「協働型

社会を支えるしくみの構築」は、石川県における重要な課

題の一つと言ってよいだろう。

（いしかわ協働ネットワーク研究会　森山奈美）

多様な主体が関わり合う組織

　参加のデザインが有効に働き、公園計画の検討に参加し

た人の中から、完成後も公園の世話をしていくグループが

組織化されたとしよう。個人の立場から、同じ目的を持った

人々による組織への発展は、単に知り合いであった静的な

状態から、目的に向って活動できる動的な状態（ネットワー

キング）へと転換したことを意味する。（図1）。公園に限らず、

地域には様々な課題が横たわっている。そして、その課題に

は既存の組織や個人、行政など多様な主体が関与している。

　かつては、少数のリーダーがいて「俺について来い」的な

強力なリーダーシップで地域づくりを推進したが、多様な

主体が関わる地域づくりでは、熱意のある住民が少しずつ

周囲を巻き込みながら必要な専門家をも巻き込んでいくと

いう形が自然である。その「巻き込み」の機能を持った専門

家こそが「協働コーディネーター」といえる。

　「協働」とは、人と人、組織と組織が知り合い、つながるこ

とでネットワークをつくり、さらに共通のテーマ・目標にむ

けて多様な主体が力を出し合うことである。その一連の流

れを通じて、人々を元気づけ、地域に寄り添いながら活動を

活性化していくキーパーソンが必要である。その役割と求

められる資質には次（※）のようなものが考えられる。

市民セクターの縦割りを越えて

　よく「行政の縦割りの弊害」という言葉を聞く。しかし、

ＮＰＯの世界も分野ごとに縦割りになっていることが多い。

むしろ同じ組織に属していない分、情報交流の必然性がな

く、行政よりも縦割りが進んでいるのが現状である。ＮＰ

Ｏ同士が、お互いの活動を知り合い、情報交換し、連携する

という動きは、ＮＰＯ支援などを目的とした中間支援組織

や地域づくり推進協議会などで行われているものの、ネッ

トワーキングによって、ＮＰＯ活動の質や協働事業を評価

するという段階までは達していない。また、小規模なＮＰ

Ｏにおいては、日々の活動で手一杯でなかなか他の主体と

の連携というところまで視野に入らないところが多い。

　本来ＮＰＯは多様な価値観を持つことから、複数のＮＰ

Ｏが同一地域の中で対立する可能性も考えられる。さらに、

県内では既存の地縁団体の影響力が強いところが多く、Ｎ

ＰＯとの軋轢が生じる場面も出てくる。したがって、個人

から組織へのネットワーキングの次段階として、組織同士

の協働をコーディネートすることが必要となる。同じ地域

で活動する多様な主体が、協働して地域の問題解決にあた

る場合、ここでもやはり、互いの違いを認識した上で、方針

を出す手助けをする協働コーディネーターが重要な役割

を果たす（図2）。

　ＮＰＯ同士が協働することもあれば、ＮＰＯと行政、ＮＰＯ

と企業などセクター間の協働も今後ますます増えていくだろ

う。さらに、環境問題や平和活動をテーマとしたＮＰＯでは、

国際的な協働が必要なる場合もある。このように、多様な主体

が関わり、共通の目的を目指して活動するときには、必ずと言っ

て良いほど「協働コーディネーター」の存在が重要になる。
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■コーディネーターの役

割

・情報の集約と公開

・多様な主体の交流の促進

・開かれた協議の場づくり

・コンセンサスの形成

・多様な主体の参加を促進

  するしくみづくり

■コーディネーターに

   求められる資質

・中立性を貫くこと

・人の癖を知り意見をまとめる能力

・人々を力づけ、自主性を引き出す能力

・外部の専門家をうまく使いこなす能

力

・強い意志を持っていること

参加の現場での協働コーディネーターの役割

協働って
なんだろう？

（図1）静的状態からネットワーキングへ

（図2）多様な主体の協働

目的

共通の目的

（※）

…… ………… ……
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　近年、警察犬・麻薬探知犬並びに介助犬、盲導犬、災害救助犬

やセラピードッグなど犬の特性を生かした仕事が増えてきま

した。災害救助犬とは、地震・津波・土石流などの災害時に瓦礫

に埋もれた行方不明者の発見や、雪山・海難事故・山岳不明者の

捜索を目的とする犬です。しかし、有能な救助犬に育成・訓練さ

れていても、行方不明の生存者発見の確率は時間の経過と共に

下がります。そのため、災害発生後48時間以内に発見しなくて

はなりません。72時間以上経過するとなかなか発見が難しい状

況となります。海外や他府県からの救助犬を待っているのでは

間に合いません。災害発生時すぐに駆けつけることが可能な、

地域に密着した災害救助犬チームを作り上げることが急務で

す。しかも、人命はもちろん、犬の命にも関わる難しい作業であ

る以上、ボランティアであってもアマチュアであっても現場で

はプロフェッショナルとしての成果を必要とします。災害に対

する経験・知識・救助に関する高度な技術及び、人命を尊重する

知力・体力・精神力と、意欲を必要とします。もちろん犬たちに

対する深い愛情と、正しい方法で訓練をしなくてはなりません

し、災害の現場では適格な助言を与えてくれる医学、建築学、山

岳知識など様々な分

野の専門家と、情報を

的確に伝えてくれる

情報基地・通信技術と、

後方支援団体を統括

し実際の災害に対応

できる専門家集団を

組織する必要があり

ます。

　当法人は、将来的に災害救助犬の重要性が社会全体に認知さ

れ、災害救助犬の普及と、理解の啓蒙を図り、実際の災害時に出

動し一人でも多く人命の捜索救助に携わるため、責任を自覚し

信頼性の高い救助犬の育成・資質向上と救援活動を目指して発

足いたしました。現在、県内には加賀・金沢・能登地区の3箇所に

活動拠点を設置し、行方不明者の捜索や国内外各地の災害救援

活動を行っています。またセラピー部門では金沢市近郊を中心

に老人健康施設などへのアニマルセラピーの為の訪問活動に

犬たちを派遣しています。一般の方々への飼育訓練の指導も含

め、全ての事業を無償で実施しています。

■設立の経緯

　近年、中高年登山ブームや総合学習、環境教育への関心に

より、白山登山や白山周辺でのトレッキング、自然観察会な

ど全国から毎年多くの方が訪れますが、地域による組織的な

受け入れ体制がほとんど整備されていない状況です。そこで、

地元白山麓の人達が中心となり、環白山地域の行政、教育機

関等との協働による、白山のネイチャーガイドをはじめ、自

然体験型教育事業として「白山の自然、歴史、文化」を語り、感

動の共有を目指す組織「ネイチャープロジェクト白山」を発

足しました。私たちの活動が観光、環境、教育、情報による環

白山地域の活性化にも寄与できるように努力してまいります。

■活動の内容

　本年設立当初は、東北、関西方面からの白山登山ツアー団

体のネイチャーガイドを中心に活動しました。また地元小中

学生の野外体験学習として白山登山案内を実施しました。こ

れらを含め白山登山に関しては合計３０３名を対象とした、

ネイチャーガイドをつとめました。

　9月には平成17年4月から開講予定のトヨタ白川郷自然学

校準備室スタッフとの会合を持ち、今後の協力関係を話し合

いました。

設立当初から4回の研修登山を実施し、白山麓の自然を再認

識するため、新たな自然資産（貴重な動植物、巨樹や景観など）

の発掘に向けた探索も行いました。こうした自然や歴史資産

を踏まえ、自然体験学習の場を再認識し、地域のよさを生か

した自然体験事業を推進してまいります。

〒920-0831　石川県金沢市東山3-1-1-4F

TEL/FAX 076-252-3176

URL http://www4.nsk.ne.jp/̃seeress/onnagawa/

E-mail seeress@po4.nsk.ne.jp

天神あかり

手づくり行灯

クリーン作戦の様子（木場潟周辺にて）倒壊家屋での被災者捜索訓練

雪中合同訓練での雪崩遭難者捜索出動

自然探索研修の一コマ

NPO法人 石川県救助犬協会連合会

NPO法人 ネイチャープロジェクト白山 女川に菜の花油の灯をともす会

　「女川に菜の花油の灯をともす会」は、川という「いのち」をみ

つめなおし、浅野川が自然・文化をはぐくみ、みんなに愛される

川であり続けること、魚たちがこの川で安心して住めるように

なること、また子ども達が楽しく遊べる川になることを願い、

2002年10月に発足しました。

■活動内容

○浅野川クリーンアップ＆あかり祭・・・月に一度、浅野川の清掃

活動を行っています。清掃活動の後は、かつて小橋町あたりに水

車があって菜種油を製していたということにちなみ、また水へ

の祈りをこめて川べりに菜種油の灯をともしています。

○菜の花を育てよう！・・・金沢市の協力を得てこの9月卯辰山公

園健康交流センターの花壇にナタネをまきました。来春は菜の

花祭りをおこない、

タネを収穫して

油をしぼる予定

です。

○女川コンサート・

浅野川ごり会議・

植樹活動

■「女川に菜の花」サポーター募集中

　会の趣旨に賛同してくださる方、今後の活動に是非とも参加・

協力お願いします。クリーンアップは、梅の橋たもと（東山側）が

集合場所で、あかり祭は月ごとに場所を移動しています。川を愛

する大人と子ども大集合！

■女川100人会（協賛者）　

募集中

　ご寄付をいただく形をとり、

その資金は川をきれいにす

るための活動費、活動の想

いを伝えるための費用にあ

てさせていただきたいと思

います。実活動には参加で

きなくても、志を同じくし

賛同していただける方、是

非協賛願います。

　小松市に位置する木場潟は、石川県内で唯一自然の姿を残

している潟湖であります。

　私たちは、木場潟周辺8町約3300世帯の町会と町内各団体を

中心に「木場潟を美しくする会」を昭和57年春に結成しました。

　木場潟は、昭和33年頃までは水泳大会が行われるほど綺麗

でしたが、汚濁が目立ち始めたのは30年代後半からです。水質

を示すCOD（科学的酸素要求量）も平成2年には不名誉な全国ワ

ースト2になったこともあります。「美しい木場潟を後世に残

そう」との目的で、木場潟を美しくする会では、主な事業として、

○潟周辺の清掃（クリーン作戦）

○水質浄化対策

○流域生活排水対策

○流域啓蒙啓発活動　など

があります。

　“クリーン作戦”は潟周辺住民と地域外の人、企業や市職員

を含め約2000人が参加、毎年雪解けの後、芽吹きの前である3

月末の日曜日に実施。自然の木場潟公園として整備され、潟へ

訪れる人は年間25万人を越え、ゴミの量も多くなり、古タイヤ

を捨てて警察に検挙された例も。“啓発活動”として、各町の婦

人会に呼び掛け浄化対策学習会や、小学生対象にメダカの育

成や石鹸作り、「木場潟を美しくする会ニュース」の発行など、

“水質浄化、生活排水対策”として、学習会の時に台所三点セッ

ト（廃食油再生の粉石鹸、水切ネット、ヘラ）の配布、年3回～4

回の家庭の廃食油の回収実施をしております。また、会員の視

察研修も事業目的の一つで、今年は七尾市にある御祓川（川へ

の祈り実行委員会）へ視察、また県外の浄化運動団体の視察、

緑化事業として木場潟周辺で桜苗木植樹実施、このような活

動が認められ、平成4年環境庁長官の環境美化賞、平成11年「み

どりの愛護」功労者建設大臣表彰を受けました。昨年は、国土

交通省の要請で宮崎県で開催された「水環境フェア2003in宮崎」

で意見発表しました。

　この会が永く継続しているのは、石川県や小松市、特に地域

住民の「美しい木場潟を後世に残そう」との強い思いがあって

ご援助ご協力頂いているおかげです。会の願いは、国県にお願

いして潟のヘドロを除去して欲しいと考えています。

活 動 会 員 の 募 集

当会では、ネイチャーガイドやインタープリターを

募集しております。詳しくは上記メールか電話にて

事務局三谷までお問い合わせください。

情報・今後の日程はこちらから

http://www4.nsk.ne.jp/̃seeress/onnagawa/




